
貸し出し運用規定 

 
 

令和５年６月１日より松葉杖貸し出し時に預かり金として「５，０００円」
を受付窓口でお預かりいたします。これは、松葉杖を返却しない方が散
見されるようになり、未返却防止のための対応となりますのでご理解と
ご協力をよろしくお願いいたします。 

 
 

 

 

１．松葉杖の借用料として松葉杖１組につき１日１００円徴収いたします。  

２．貸出の際、お預り保証料として松葉杖１組につき５，０００円をお預り

し、「保証金預り証」を発行いたします。 

３．貸出日から返却日までの日数で借用料を計算し、お預り金で精算
して返金、追金をいたします。 

４．いつでも松葉杖が返却できるよう、受診の際には「保証金預り証」を
常にお持ちいただけますようお願いいたします。 

５．未返却の場合や故意に破壊した場合、借用料とお預り金を保証料
として徴収いたします。 

６．松葉杖の返却は、「スタッフ」にお願いいたします。 

７．返却時に「保証金預り証」を受付窓口に提出して下さい。１０～１５分
程で精算いたします。 

８．返却時間は、１０：００～１７：３０までにお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

令和５年６月１日 

大仙ごとう整形外科クリニック 

 
松葉杖貸し出し時の預かり金について 


